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家計へのストレスが住宅ローンへ与える影響 

 
 

佐藤 慶一＊ 

 

 

概  要 

 

本稿は、社会調査と統計技術を用いて、家計から我が国の住宅ローンのリスクをモニタリン

グする方法の検討を行ったものである。 

 住宅ローンを抱える世帯の収入は減少が続き、貯蓄も減少が続いているが、住宅ローン返済

額だけは減少せずむしろ微増傾向にあり、住宅ローンの返済割合は上昇を続けている。我が国

の住宅ローンのリスクとして、所得水準の低下によって安定して返済を続けてきた中間層が分

解され返済に影響が及ぶことが懸念される。 

収入の減少、金利の上昇などの環境変化が住宅ローンに与える影響は、個別の家計の状態（収

入・消費や貯蓄等）と抱えている住宅ローンの詳細（商品属性や返済額等）が把握できなけれ

ば検討できない。 

本研究では、家計と住宅ローンの商品属性を同時に尋ねるインターネット調査に対して全国

消費実態調査を用いて補正推計されたデータを用いて、①返済継続可能性（可処分所得、消費

支出、月々の住宅ローン返済額の関係チェック）、②家計調整（地方区分・世帯人数に応じて設

定する消費支出限度額の付与）、③貯蓄取り崩し（家計調整しても不足する返済額の一部を貯蓄

取り崩しにより賄うことが可能であるかのチェック）という 3つの判定手順を作成し、収入や

住宅ローン返済額等の環境変化を与えて影響分析を行った。  

 

キーワード：住宅ローン、家計、インターネット調査、全国消費実態調査 
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1. はじめに 

日本銀行（2011）では、住宅ローンの収益性確保のための生涯収益を把握するために、デフ

ォルト確率や期限前返済の期間構造が重要であると焦点をあてて、その計量方法が紹介されて

いる。その中では、マクロ経済要因がデフォルトや期限前返済に与える影響について触れてい

ないこと、モデル複雑化の観点からマクロ経済要因を直接モデルに組み込んでいる例はあまり

みられていないこと、東日本大震災のような大きなストレス事象の影響は通常のモデルによる

分析では評価が困難であることなどが注記され、ストレステストの重要性が留意点として挙げ

られている。 

日本銀行（2007）では、金融機関が行うべき住宅ローンのストレステストの仮設例が示され

ており、デフォルト率をベースシナリオ1）の 2 倍、デフォルト時回収率2）を 1/2 倍、期限前返

済率3）を 2倍などのようにストレスが設定されている。ここで、与えるストレスの大きさをい

かほどに設定するのが適切であるのか、という問題があろう。たとえば、デフォルト率をベー

スシナリオの 2倍としても収益性が確保されるが、3倍とすると確保されない場合を想定する

と、3 倍というシナリオがどの程度ありえるものなのか、与えるストレスの妥当性が、対策を

講じる上で必要な情報となるであろう。 

収入の減少、金利の上昇、増税などの外部環境の変化が、残高 180兆円とも言われる現在の

住宅ローンに与える影響は、個別の家計の状態（収入・消費や貯蓄等）と抱えている住宅ロー

ンの詳細（商品属性や返済額等）が把握できなければ検討できない。 

我が国の住宅金融に関する調査を見るところ、総務省統計局による家計調査・全国消費実態

調査では、家計の詳細が把握できるが住宅ローンの商品属性が把握できない。住宅金融支援機

構や国土交通省による調査では、住宅ローンの商品属性が把握できるが、家計の詳細が把握で

きない。 

そこで、家計と住宅ローンの詳細を同時に尋ねるインターネット調査を独自に設計実施し、

全国消費実態調査と傾向スコアを用いた補正推計を行ない、全国消費実態調査や他の調査結果

との比較を行ない、概ね適切な補正推計が可能なことを確認した（佐藤（2012））。 

本稿では、いくつか行ったヒアリング調査を背景として、住宅ローンのリスク管理における

論点を書き出した（第 2章）上で、佐藤（2012）のデータと補正推計値を用いて、個々の家計

へのストレスが住宅ローンへ与える影響を分析し（第 3章、第 4章）、考察を行った（第 5章）。 

 

  

                                                  
1） 仮設例では，金融機関のデータから推計するデフォルト確率の期間構造が想定されている． 
2） 仮設例では，60％で一定と想定されている． 
3） 仮設例では，6%PSJが想定されている．PSJは，日本証券業協会による住宅ローンについての標準期限前
償還（Prepayment Standard Japan）モデルを指す． 
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2. 我が国の住宅ローンをめぐる状況 

 

2.1. 証券化の動向 

 我が国では、住宅金融公庫が、原則、直接貸出から撤退し、住宅金融支援機構となり証券化

支援業務を担うこととなり、フラット 35「買取型」「保証型」を提供している。 

「買取型」は 2003 年から、「保証型」は 2006 年から統計資料に残高の掲載がはじまり、2010

年末で、住宅ローン残高約 180兆円に対して、「買取型」が約 6兆 4千億円、「保証型」が約 2

千 6百億円で、それらによる証券化比率は約 4％程度となる。 

一方、サブプライムが問題となったアメリカでは、2010年末で、住宅ローン残高約 10 兆ド

ルに対して、Agency MBSが約 5兆ドル、民間MBSが約 1.3兆ドルと、証券化比率は 6割を超

えることと比べると、我が国の証券化市場は小規模な状況にあると言える。 

 

図 1 日米の住宅ローン残高と証券化推移4） 

 

2.2. 民間金融機関の住宅ローンの増加 

わが国では、バブル崩壊以降、国内金融機関の企業・政府等向けの貸出が停滞し、住宅金融

公庫の廃止も伴い、国内銀行の住宅ローン貸出残高の増加傾向が続いている。 

国内銀行の貸出先別貸出金の推移を見ると、企業・政府等向けの貸出金が減少し、個人向け

の住宅資金の貸出金が増加していることが確認される。 

業態別住宅ローン貸出残高の推移を見ると、住宅金融支援機構の直接融資が最大 76 兆円

（2000年）から 21兆円（2010年）まで大きく減少したのに対して、国内銀行の住宅ローン貸

出残高が増え続け、2010年度末で 100兆円を超えている。銀行以外の「その他」の金融機関の

住宅ローン貸出残高も、2010年度末で 50兆円近くとなる。 

                                                  
4） 日本は住宅金融支援機構「業態別住宅ローンの新規貸出額及び貸出残高の推移」（2011年 8月 12日）より．
アメリカは，住宅金融支援機構「海外住宅データ」より． 
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図 3 住宅ローン（変動金利）の推移7） 

 

2.4. 借換え、繰上返済、デフォルト、貸付条件の変更 

2009年度の住宅ローン新規貸出額に占める借換の割合は、平均 33%（2008年度 26%、2007

年度 25%、2006年度 26％）と、新規貸出額の 3割を超えている8）。 

住宅金融支援機構は投資家向けのファクター等毎月開示情報において、発行した債券ごとに

任意繰上償還率(図 4に例示)や差替・一部解約率（図 5、図 6に例示）等の情報を開示してお 

 

 
図 4 ファクター等毎月開示情報に見る任意繰上償還率9） 

                                                  
7） 日本銀行金融経済統計月報（2011年 8月 17日）より 
8） 住宅金融支援機構「平成 22年度 民間住宅ローンの貸出動向調査結果」（2010年 10月 29日）より。 
9） 住宅金融支援機構ファクター等毎月開示情報より．2001年，2003年，2005年，2007年度発行債券分． 
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り、繰上返済やデフォルトの状況について窺うことができる。年度ごとに数値を眺めると、差

替・一部解約率（長期延滞）は、近年その期間構造が変化しているように見受けられる。 

 

 

図 5 差替・一部解約率（長期延滞）（2001～2005年度分）10） 

 

 
図 6 差替・一部解約率（長期延滞）（2006～2010年度分）11） 

 

住宅金融支援機構以外の金融機関の住宅ローンの繰上返済やデフォルトの状況については個

別機関等で管理はされているものの、それら情報が集約され公開されている状況にはなく、現

時点で公開情報から全体像は把握できないように見受けられる。 

2009年 12月、金融機関が中小企業や住宅ローンの借り手の申込に対し、貸付条件の変更等

                                                  
10） 住宅金融支援機構ファクター等毎月開示情報より．2001年から 2005年度の経過月数ごとの差替・一部解
約率（長期延滞）を年度ごとに単純平均したもの． 
11） 住宅金融支援機構ファクター等毎月開示情報より．2006年から 2010年度の経過月数ごとの差替・一部解
約率（長期延滞）を年度ごとに単純平均したもの． 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

差
替
・
一
部
解
約
率
（
長
期
延
滞
）

経過月数

2001

2002

2003

2004

2005

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

差
替
・
一
部
解
約
率
（
長
期
延
滞
）

経過月数

2006

2007

2008

2009

2010



＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパー DP2012-2（2012年 4月）＞ 

- 7 - 
 

を行うよう努める「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」

が施行され、その後、同法の期限が 1 年間延長され、2013 年 3 月末までとなっている。2009

年 12月から 2011年 9月末までの間で、全業態の合計で約 21万 8千件（約 3兆 3千億円）の申

込みがあり、約 17万件（約 2兆 6千億円）分の貸付条件の変更等がなされている12）。  

 

2.5. 住宅ローンのリスク管理に関する研究やコンサルティングの動向 

森泉（2003）は、住宅ローンに関する家計行動の分析状況として、主に住宅ローンタイプの

選択について、アメリカの実証分析例を中心に概観している。今後の分析の方向付けの中で、

日本では「推定に使えるような家計の住宅ローンのデータ」がないことなどが指摘されている。

一條・森平（2006）は、期限前償還について、比例ハザードモデルによる推計を行っている。

1995年1月から2000年6月までの個別の民間金融機関のデータが用いられている。沓澤（2008）

では、独自のインターネット調査により収集したデータから、住宅ローン利用者の商品選択、

期限前償還、借換行動等の分析を行なっている。ローン借入や借換えの選択は多項ロジット分

析、期限前償還や延滞等の推定は比例ハザードモデルが用いられている。 

日本銀行（2007）では、信用リスク、期限前返済リスクの計量モデルの概要、採算管理やス

トレスシミュレーションのイメージが示されている。日本銀行（2008）では、2003～7 年間に

実行された銀行の住宅ローンの採算性の試算や、住宅金融支援機構が開示している債務者属性

情報を用いた回帰分析等が行われている。マクロ的視点からみたリスク管理上の課題として、

「マクロ経済環境の変化が借り手のデフォルト率を高めるリスク」について言及がある。日本

銀行（2011）では、住宅ローンの収益性確保のための生涯収益を把握するために、デフォルト

確率や期限前返済の期間構造が重要として、ロジット回帰モデルや生存時間分析の概要と留意

点が紹介されている。本稿冒頭で記したように、その中では、「モデル複雑化の観点からマクロ

経済要因を直接モデルに組み込んでいる例はあまりみられていないこと」、「東日本大震災のよ

うな大きなストレス事象の影響は通常のモデルによる分析では評価が困難であること」などが

注記されている。  

住宅ローンのリスク管理に関する研究や実務においては、計量手法と同時に、森泉(2003)が

指摘しているように分析用のデータが必要となるが、多くの場合、データが金融機関本体ある

いは保証会社等の関連会社等複数に散在し、適切にデータが蓄積されていない場合が多いこと

が指摘されている13）。そのような中、複数金融機関の住宅ローンデータを共同化し信用リスク

分析の高度化およびベンチマーク分析（自行と他行との比較）を実現するべく「信用リスク・

データコンソーシアム」が構築され、実際に大規模なデータベースが構築され、コンサルティ

ング業務に利用されている。 

 

                                                  
12） 金融庁「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について」(2012年 1月 20日)より 
13） 三菱総合研究所「住宅ローンの収益リスク管理高度化」より 
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2.6. 家計の状況 

 佐藤（2012）では、全国消費実態調査の個票データを用いて、住宅ローンを払っている世帯

の家計の状況を見ており、本節以下に主要な結果を引用する。 

単身世帯を含めた総世帯5001万世帯のうち、22％の1104万世帯が住宅ローンを有している。

世帯区分ごとに住宅ローンを有している世帯数を見ると、勤労で約 835万世帯、勤労以外で約

191万世帯、無職で約 78万世帯となる。  

 世帯区分別に見ると、勤労者世帯では、1994年から 2009年の 15年間で、年間収入は 14%減

少し、可処分所得も 12%減少している。しかしながら、土地家屋借金返済額は 30 %も上昇し、

結果、住宅ローン返済割合は実に 1.5倍となっている。貯蓄は 14%減少しているが、住宅・土

地のための負債は 40％も増加している。 

無職世帯では、1994年から 2009年の 15年間で、年間収入は 19％減少し、可処分所得は 36％

も減少しているが、土地家屋借金返済は 21％増加し、結果、住宅ローン返済割合は約 2倍とな

っている。貯蓄の取り崩し額が 8.1万円から 12.5万円と増加している。 

住宅ローンを有している世帯において、家計の状態が継続的に変化していることが確認され、

金融円滑化法による約17万件（約2兆6千億円）分の貸付条件の変更の背景とも見受けられる。 

 

表 1 住宅ローンを有している世帯の家計の推移 

 
 

（万円）

世帯

区分
年度

1994

(a)
1999 2004

2009

(b)

変化率(b/a

×100-100）

年間収入 904 889 802 778 -13.9

可処分所得 48.6 49.0 45.3 42.7 -12.1

消費支出 37.5 35.7 33.4 31.8 -15.3

土地家屋借金返済 5.6 6.6 7.0 7.2 29.8

住宅ローン返済割合 0.114 0.135 0.155 0.169 48.2

貯蓄現在高 996 1004 913 856 -14.1

負債現在高 1151 1495 1572 1588 38.0

 うち住宅・土地のための負債 1095 1432 1513 1535 40.2

預貯金預入－預貯金引出 -0.6 0.3 0.2 -0.5 -13.2

世帯主年齢 45.9 46.0 45.9 46.0 0.2

年間収入 605 552 512 493 -18.5

可処分所得 27.5 26.7 20.0 17.6 -36.0

消費支出 29.2 28.1 25.8 25.1 -14.3

土地家屋借金返済 4.2 6.0 4.7 5.1 21.4

住宅ローン返済割合 0.152 0.226 0.237 0.288 89.5

貯蓄現在高 1587 1489 1367 1124 -29.2

負債現在高 846 785 854 925 9.3

 うち住宅・土地のための負債 808 754 812 890 10.1

預貯金預入－預貯金引出 -8.1 -12.5 -11.5 -12.5 53.9

世帯主年齢 62.5 63.2 65.3 65.4 4.6

勤

労

無

職

佐藤(2012）より作成
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3. 家計からの影響分析 

3.1. インターネット調査の補正推計の概要 

住宅ローンは家計の返済行動が問題の根本にある。金利や収入などの環境変化が、現在の住

宅ローンに与える影響は、個別の家計の状態（可処分所得や貯蓄高等）と抱えている住宅ロー

ンの詳細（金利や返済額等）が把握できなければ検討できない。  

個別金融機関の住宅ローンに関する情報を研究利用することは難しく、かつ利用できたとし

ても全体を網羅できない。特に都市銀行以外にも多くの金融機関が住宅ローンに携わっている

点に留意が必要で、分析に用いるデータをいかに取得するかという困難な問題がある。 

住宅ローンに関する政府統計として、総務省統計局による家計調査や全国消費実態調査があ

る。いずれも家計や貯蓄・負債の数値の中で、住宅ローンの支払額や住宅ローンの負債残高な

どを見ることができる。家計調査は標本世帯数が少ない毎月の動向調査であるが、全国消費実

態調査は 5年周期の比較的規模の大きい構造統計調査で詳細な地域区分や世帯構造に分解した

解析が可能とされている（美添（2004））。ただし、借りている金融機関や金利タイプなど住宅

ローンの詳細は調査されていない。 

住宅金融支援機構や国土交通省では、これまで住宅ローンについて、金融機関や金利タイプ

なども含めたアンケート調査を複数実施してきている。それらの調査対象（期間や機関）や調

査項目（家計の状況については把握できない）等は限定的で、金利変動や雇用情勢の変化が住

宅ローンに与える影響を直接推測することは難しい。 

そこで、独自に家計や住宅ローンの状況を把握するための社会調査を実施することが考えら

れるが、一般的な郵送調査や訪問調査で家計や貯蓄・負債の詳細を尋ね回答してもらうことは、

個人情報保護への意識が高まっていることと相まって、大きな困難を伴う。調査の簡便さや調

査に係る費用等から考えて近年普及しているインターネット調査を利用することが現実的とな

る。実際、住宅金融支援機構で種々行われている住宅ローン利用者に対する調査や、沓澤（2008）

においても、インターネット調査が用いられている。 

しかしながら、インターネット調査は、調査協力パネルを対象とした有意抽出であり、調査

バイアスを有しているという問題点がある。近年、傾向スコア（propensity score）を用いてイ

ンターネット調査から母集団について推測をより良く行う方法の検討が進んでいる。傾向スコ

アは、Rosenbaum&Rubin（1983）が提案した概念で、有意抽出サンプルから無作為割り当てを

行って得られる結果に近似させるための手法として利用されている。星野・前田（2006）では、

日本の代表的な社会調査の 1つである JGSS（日本版総合社会調査）の質問項目の一部をインタ

ーネット調査で実施し、傾向スコアを用いて良好な補正が可能なことが示されている。 

佐藤（2012）では、家計と住宅ローンの詳細を同時に尋ねるインターネット調査の設計実施

し14）、全国消費実態調査と傾向スコアを用いた補正推計を行ない、全国消費実態調査や他の調

査結果との比較が行われ、概ね適切な結果が得られることが確認されている。 

                                                  
14） 巻末資料に調査票を掲載． 
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 佐藤（2012）では、インターネット調査で確保したサンプルと全国消費実態調査のサンプル

で、共変量（インターネット調査と全国消費実態調査で共通の項目）の出現傾向の違いを傾向

スコアで数値化し、インターネット調査で確保したサンプルを全国消費実態調査のサンプルへ

近似させるような補正を行った上で、全国消費実態調査の集計用乗率を与えて推計するという

手順を用いている。 

傾向スコア eiは、共変量データが xiの時に、zi（インターネット調査の場合 1、全国消費実態

調査の場合 0）が 1になる確率として、 

 

݁ ൌ ݖሺݎܲ ൌ  ሻݔ|1

 

と表され、ziが 1となる確率は、k個の共変量 xiを説明変数として与えたロジスティック回帰

モデルで表現される。そのままで利用すると、傾向スコアの推定値が小さい調査回答者の重み

を非常に大きくするため、特定の閾値以下は閾値と同じにするという変換を行った方が安定し

た結果が得られるといわれており15）、佐藤（2012）では 0.1を閾値としている。 

 

݁ ൌ ൜
݁	ሺ݁  0.1ሻ

0.1ሺ݁ݏ݅ݓݎ݁ݐ݄ሻ
 

  

インターネット調査の結果 E(yweb|z=1)から、全国消費実態調査でもしも目的項目に回答した

場合の E(yweb|z=0) が推定したい値となり、星野（2009）16）では、 

 

ݖ|௪ݕሺܧ ൌ 0ሻ ൌ
∑ ݖ

1 െ ݁
݁

	௪ݕ

ୀଵ

∑ ݖ
1 െ ݁
݁


ୀଵ

 

  

と表現されている。ここで、傾向スコアのオッズの逆数を、補正用ウェイト wi=(1－ei)／ei 

として、zi=0の際は実質計算から除外されることから差し引くと次の式で補正ができる。なお、

添え字wはインターネット調査のサンプル数を示す。 

 

ݖ|௪ݕሺܧ ൌ 0ሻ ൌ
∑ ݓ ൈ 	௪ݕ
௪
ୀଵ

∑ ௪ݓ
ୀଵ

 

 

世帯区分（勤労、勤労以外、無職）によりインターネット調査と全国消費実態調査の推計値

の差異の傾向が異なるので、モデルを複雑化させないため、世帯区分ごとにロジスティック回

                                                  
15） 星野(2009) p.182より． 
16） 星野(2009) p177より． 
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帰分析が行われ、共変量は、年収、ローン返済額、貯蓄、ローン残額、および勤労者世帯と無

職世帯には可処分所得が加えられている。 

傾向スコアを用いて補正推計する場合は、割り付けごとの全国消費実態調査のサンプル数が

正確に再現されなくなるため、世帯数を推計する際にはその分の誤差が含まれることとなる。

金融機関タイプごとに住宅ローン残額の合計値を求める場合など、この誤差により金額が少な

く推計されてしまうという問題がある。そこで、傾向スコアを用いて求めた補正ウェイトから

推計される総世帯数 10,340,560を分母として、全国消費実態調査で推計される総世帯数

11,038,846を分子とした比率（1.067程度）を、傾向スコアを用いて求めた補正ウェイトに与え

るという処理を加えている。 

最終的な補正推計結果は表 2の通りである。「全消」は全国消費実態調査の数値、「単純補正」

は割り付けごとに回収比率から単純に補正を行った場合を指す。傾向スコアを用いた補正推計

が概ね適切に行われていることが確認できる。特に「貯蓄現在高」の数値のずれがうまく補正

されている。詳細や、補正推計値と既存統計資料との比較は、佐藤（2012）を参照されたい17）。 

 

表 2 傾向スコアを用いたインターネット調査の補正推計結果 

 

                                                  
17）たとえば、金融機関別の住宅ローン残高（住宅金融支援機構のまとめ）と，インターネット調査からの補正

推計値の比較では、住宅金融支援機構のまとめで合計 175兆円に対して、インターネット調査では合計 165兆
円、国内銀行における貸出残高は、住宅金融支援機構のまとめで 104兆円に対して、インターネット調査では
110兆円と差異は±6％程度であった。ただし、住宅金融支援機構の貸出残高 21兆円に対して、インターネッ
ト調査では 18兆円とやや少なくなり、信用金庫や農業共同組合などもインターネット調査の方が少なくなるな
ど見られたが、全体的に、大きく桁がずれるようなことはなく、おおむね適切な推計が行われているものと判

断されている。 

世帯区分 調査
世帯の年

間収入

可処分所

得

土地家屋

借金返済

貯蓄現在

高

住宅・土地

のための

負債

住宅ロー

ン返済割

合

世帯主年

齢
推計世帯数

全消 778.1 42.73 7.20 855.7 1534.9 0.169 46.2 8,351,156

単純補正 767.2 37.13 8.07 530.6 1634.1 0.217 46.2 8,620,850

傾向スコアを用

いた補正
768.5 41.57 8.03 876.4 1564.9 0.193 47.0 8,236,070

全消 886.6 - 8.09 1422.9 1645.2 - 55.3 1,905,747

単純補正 701.7 41.63 9.30 967.1 1421.2 0.223 53.4 1,597,160

傾向スコアを用

いた補正
784.1 44.57 9.37 1352.7 1444.2 0.210 52.3 2,034,206

全消 493.1 17.62 5.08 1124.3 890.1 0.288 65.4 781,944

単純補正 461.1 25.87 7.06 902.6 954.3 0.273 62.0 634,449

傾向スコアを用

いた補正
471.2 23.91 6.11 1145.4 875.0 0.256 60.5 768,571

全消 776.7 33.57 7.21 972.6 1508.3 0.215 49.1 11,038,847

単純補正 739.6 37.13 8.19 616.6 1563.0 0.221 48.2 10,852,458

傾向スコアを用

いた補正
750.7 40.9 8.14 982.9 1494.6 0.199 48.92 11,038,846

勤労

勤労以外

無職

全体
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3.2. 影響分析の方法18） 

 影響分析に用いる変数をリストアップして、表 3とした。表中の略記と併せて、家計から影

響分析のフローを以下のように設計した。影響分析は調査で得られる個票単位で行う。 

 

表 3 家計からのストレスシミュレーションに直接用いる変数と略記 

分類 項目 略記 

家計 

月収 a 

非消費支出 b 

可処分所得 c 

消費支出 d 

貯蓄 総貯蓄額 s 

住宅ローン 

金利タイプ 
t 

(1：変動金利、2：固定期間選択型、3：固定金利) 

返済形式 
h 

（1：元利均等返済、2：元金均等返済） 

金利 r 

月々の返済額 l 

残額 z 

環境変化 

実収入変化率 ε 

非消費支出変化率 β 

消費支出変化率 δ 

月々の住宅ローン返済額変化率 θ 

判定 
完済までに要する年数 q 

判定結果（0：問題なし、1：問題あり） h1～h3 

 

○判定方法 

第 1判定（返済継続可能性） 

   可処分所得ܿから、消費支出݀を引いた差額が、月々のローン返済額݈よりも大きければ、

返済は継続可能である。可処分所得ܿから、消費支出݀を引いた差額が、月々のローン返済

額݈よりも小さい場合、家計調整を行う。  

݄1 ൌ ൜
0	ሺܿ െ ݀  ݈ሻ				
1	ሺ݁ݏ݅ݓݎ݄݁ݐሻ	

 

第 2判定（家計調整） 

 可処分所得ܿ)から、地方区分・世帯人数に応じて設定する消費支出限度額݃を引いた金額

                                                  
18） 影響分析は統計分析パッケージRで実行した．Rコードを巻末に記載した． 
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が、月々のローン返済額݈よりも大きければ、返済は継続可能と判定する。可処分所得ܿか

ら、消費支出限度額݃を引いた差額が、月々のローン返済額݈よりも小さくなった場合、貯

蓄取り崩しの判定へ向かう。 

݃ ൌ ൜
݃ሺ݀  ݃ሻ										
݀ሺ݁ݏ݅ݓݎ݄݁ݐሻ	

 

݄2 ൌ ൜
0	ሺܿ െ ݃  ݈ሻ				
1	ሺ݁ݏ݅ݓݎ݄݁ݐሻ	

 

 地区・世帯人数に応じた消費支出限度額݃は、2009年度の全国消費実態調査の 25パーセ

ンタイル値を用いる19)。  

 

表 4 地方区分・世帯人数に応じた消費支出額の 25パーセンタイル値 

  
世帯人数区分 

1人 2人 3人 4人 5人以上 

地
方
区
分 

北海道 

12.8 

17.5 20.0 22.1 22.1  

東北 16.2 19.0 20.5 23.3  

関東 18.8 20.2 23.1 24.6  

北陸 17.9 18.5 20.4 23.2  

東海 17.8 19.5 22.0 24.5  

近畿 17.4 19.7 20.6 22.4  

中国 17.4 20.2 20.9 23.0  

四国 17.2 18.8 20.8 21.0  

九州・沖縄 16.3 20.5 21.2 22.6  

 

第 3判定（貯蓄取り崩し余地） 

 月々のローン返済額݈と、可処分所得と消費支出限度額の差分ܿ െ ݃の差額を貯蓄取り崩

しにより賄うことが可能であるかのチェックを行う。 

返済形式݄、金利ݎ、月々のローン返済額݈、ローン残高ݖより、完済までに要する年数ݍを

計算する。 

月々の貯蓄を取り崩す金額 ݈ െ ሺܿ െ ݃ሻ に、完済までに要する年数ݍを乗じて、貯蓄現

在高ݏと比較をする。住宅ローン完済のために必要な額の合計が、貯蓄現在高を上回る場合、

最終的な判定結果を 1として，全体およびカテゴリ内での比率を求める． 

݄3 ൌ ቊ
0	൫ݏ  ൫݈ െ ሺܿ െ ݃ሻ൯ ൈ ݍ ൈ 12൯										
1	ሺ݁ݏ݅ݓݎ݄݁ݐሻ								  																							

 

                                                  
19) 消費支出限度額の設定には、世帯主年齢や家族類型などを用いてライフステージに応じた細やかな設定も考
えられる。本稿では、ライフステージについて、世帯人数区分で代理して捉えるものと考え、本文中記載の簡

便な方法とした。 
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  ここで、完済までに要する年数ݍは、返済形式݄、金利ݎ、月々のローン返済額݈、ローン残

高ݖより計算する。 

返済形式݄ ൌ 1の場合（元利均等返済） 

ݍ ൌ logቌ
݈

݈ െ ݖ ൈ
ݎ

100 ൈ 12
ቍ ቄlog ቀ1 

ݎ
100 ൈ 12

ቁ ൈ 12ቅ൘  

返済形式݄ ൌ 2の場合（元金均等返済） 

ݍ ൌ ݖ ቄቀ݈ െ ݖ ൈ
ݎ

100 ൈ 12
ቁ ൈ 12ቅൗ  

環境変化の設定は以下の通りに行う。 

・収入の設定（収入減少を想定） 

変化後の収入ܽᇱ、現時点での収入ܽ、収入変化率ߝ 

ܽᇱ ൌ ܽ ൈ  ߝ

  ・非消費支出の設定（所得税等増税を想定） 

変化後の非消費支出ܾᇱ、現時点での非消費支出ܾ、非消費支出変化率ߚ 

ܾᇱ ൌ ܾ ൈ  ߚ

  ・可処分所得の設定 

   変化後の可処分所得ܿᇱ、設定する実収入ܽᇱ、設定する非消費支出ܾᇱ 

ܿᇱ ൌ ܽᇱ െ ܾ′ 

  ・消費支出の設定（消費税増税を想定） 

変化後の消費支出݀ᇱ、現時点での消費支出݀、消費支出変化率ߜ 

݀ᇱ ൌ ݀ ൈ  ߜ

・ローン返済額の設定（金利上昇を想定） 

変化後の月々のローン返済額݈、現時点での月々のローン返済額݈、変化率ߠ 

݈′ ൌ ൜
݈	ሺݐ ൌ 3ሻ				

݈ ൈ 	ሻ݁ݏ݅ݓݎ݄݁ݐሺߠ
 

 

3.3. 環境変化を与えない場合の判定結果 

はじめに、環境変化を与えない場合の判定結果を補正推計したものを見る。第 1判定では約

125万世帯（11.3%）が、可処分所得から消費支出を引いた差額が、月々のローン返済額よりも

小さいという結果となった。調査は 1ヶ月のみを対象としたもので、その月の支払いが何らか

の事情により大きくなっている世帯も想定されるため、単純には判断できないが、現時点でも

相当数の住宅ローンの支払いが切迫している家計の存在が示唆される。 

 次に、住宅ローンの支払いが困難になった場合の消費支出を切り詰めるという家計調整を想

定して、全国消費実態調査で地方区分・世帯人数ごとに消費支出額の 25パーセンタイル値を与

えた結果、可処分所得から消費支出を引いた差額が、月々のローン返済額よりも小さい家計は、
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約 30万（2.8％）となった。 

 最後に、それでも支払いが困難な世帯において、貯蓄を切り崩すという返済行動を想定して、

月々のローン返済額と、可処分所得から消費支出限度額を差し引いたものとの差額を、貯蓄取

り崩しにより賄うことが可能であるかのチェックを行った。結果、およそ 19 万世帯（1.8%）

で、現在の貯蓄を切り崩しても完済する前に貯蓄がなくなるという状態であることが分かった。 

この 1.8％が所謂 PD（Probability of Default）に接近する数値と位置付けられる。インターネ

ット調査を補正推計したものは、全国消費実態調査と比べて、住宅ローン返済割合がやや高く

なっていることに加え、さらに住宅ローンの返済が困難になっても必ずデフォルトするわけで

はない20）ことも考えると、概ね適当な結果と判断できる。PD の真値が分かる場合は、消費支

出限度額݃を調整していくことで近似させることも可能ではある。 

 

表 5 環境変化を与えない場合の判定結果 

  補正推計数 ％ 

総数 11,038,846 100.0 

第 1判定 1,252,342 11.3 

第 2判定 303,931 2.8 

第 3判定 194,485 1.8 

 

世帯主年齢区分ごとに上記判定結果を見ると、第 1判定では、60代以上では 20％の世帯が可

処分所得から消費支出を引いた差額が、月々のローン返済額よりも小さいという結果となった。

比率は 40代が 8.1%と最も低く、50代と 30代以下が 10%程度であった。 

第 2 判定では、60 代以上で 5％の世帯が、消費支出を地方区分・世帯人数ごとに求めた 25

パンセンタイル値まで切り詰めても、可処分所得から消費支出を引いた差額が、月々のローン

返済額よりも小さいという結果となった。それ以外では、2%程度となった。 

第 3 判定では、60 代以上の 2.5%の世帯が、現在の貯蓄を切り崩しても完済する前に貯蓄が

なくなるという状態となった。50代、40 代では 1.7％、30 代では 1.2%と、世帯主年齢区分に

よって傾向が異なることが分かる。 

 

  

                                                  
20）親族からのサポートや保険解約など回避行動が想定されるが，本稿では扱わない． 
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表 6 世帯主年齢ごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

世帯主年齢 第 1判定 第 2判定 第 3判定 世帯数 

30代以下 10.2% 2.2% 1.2% 1,999,314  

40代 8.1% 2.0% 1.7% 3,671,369  

50代 10.7% 2.6% 1.7% 3,487,035  

60代以上 20.1% 5.0% 2.5% 1,881,128  

合計 11.3% 2.8% 1.8% 11,038,846  

 

図 7 世帯主年齢ごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

 

世帯区分ごとに判定結果を見ると、第 1判定では、無職の 38％の世帯が可処分所得から消費

支出を引いた差額が、月々のローン返済額よりも小さいという結果となった。比率は勤労が

8.2%と最も低く、勤労以外が 14%程度であった。 

第 2判定では、無職の 15％の世帯が、消費支出を地方区分・世帯人数ごとに求めた 25パン

センタイル値まで切り詰めても、可処分所得から消費支出を引いた差額が、月々のローン返済

額よりも小さいという結果となった。勤労以外では 5%程度、勤労では 0.9%となった。 

第 3判定では、無職の 8.4%の世帯が、現在の貯蓄を切り崩しても完済する前に貯蓄がなくな

るという状態となった。勤労以外では 3.4％、勤労では 0.7%と、世帯区分によって傾向が大き

く異なることが分かる。特に、無職で住宅ローンの返済が困難な世帯が多いことが窺われる。 
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表 7 世帯区分ごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

世帯区分 第 1判定 第 2判定 第 3判定 世帯数 

勤労 8.2% 0.9% 0.7% 8,236,069  

勤労以外 13.9% 5.5% 3.4% 2,034,205  

無職 38.3% 15.3% 8.4% 768,571  

合計 11.3% 2.8% 1.8% 11,038,845  

 

 

図 8 世帯区分ごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

 

金融機関区分ごとに判定結果を見ると、第 1 判定では、「銀行」の 11％の世帯が可処分所得

から消費支出を引いた差額が、月々のローン返済額よりも小さいという結果となった。「その他」

でも 11%だが、「住宅金融支援機構」では 13.4%となった。 

第 2 判定では、「銀行」の 2.4％の世帯が、消費支出を地方区分・世帯人数ごとに求めた 25

パーセンタイル値まで切り詰めても、可処分所得から消費支出を引いた差額が、月々のローン

返済額よりも小さいという結果となった。「住宅金融支援機構」および「その他」では 3%程度

となった。 

第 3判定では、「銀行」の 1.5%の世帯が、現在の貯蓄を切り崩しても完済する前に貯蓄がな

くなるという状態となった。「その他」では 1.9％、「住宅金融支援機構」では 2.7%と、金融機

関区分によって傾向が異なることが分かる。 

サンプル数を見ながら、細分化してみると、「都市銀行／信託銀行」で 1.7%に対して、「地方

銀行／第 2地方銀行」では 1.3%とやや低い値であった。「その他」の中でも、「信用金庫／信用

組合」は 2.2％とやや高い値であった。 
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表 8 金融機関区分ごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

金融機関区分 第 1判定 第 2判定 第 3判定 世帯数 

銀行 11.1% 2.4% 1.5% 7,098,843  

 都市銀行／信託銀行 11.0% 2.6% 1.7% 3,741,486  

 地方銀行／第 2地方銀行 11.2% 2.3% 1.3% 3,357,357  

住宅金融支援機構 13.4% 3.4% 2.7% 1,361,165  

その他 11.0% 3.2% 1.9% 2,578,837  

 信用金庫／信用組合 9.3% 2.7% 2.2% 1,301,205  

合計 11.3% 2.8% 1.8% 11,038,845  

 

 

図 9 金融機関区分ごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

 

地方区分ごとに判定結果を見るために、東京・神奈川・埼玉・千葉を「東京圏」、愛知・京都・

大阪・兵庫・福岡を含む都市圏として「名・阪・福」、それ以外の地方部として「それ以外」の

3区分を設けた。 

第 1判定では、「名・阪・福」の 9％の世帯が可処分所得から消費支出を引いた差額が、月々

のローン返済額よりも小さいという結果で、他と比べやや低い値となった。 

第 2判定では、いずれの地方区分でも、2～3%程度の世帯が、消費支出を地方区分・世帯人

数ごとに求めた 25パーセンタイル値まで切り詰めても、可処分所得から消費支出を引いた差額

が、月々のローン返済額よりも小さいという結果となった。 

第 3判定では、「東京圏」で 1.3%の世帯が、現在の貯蓄を切り崩しても完済する前に貯蓄が

なくなるという状態となった。「名・阪・福」では 1.6％、「それ以外」では 2.3%と、地方区分

によって傾向が異なることが分かる。 
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表 9 地方区分ごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

地方区分 第 1判定 第 2判定 第 3判定 世帯数 

東京圏 11.6% 2.5% 1.3% 4,037,490  

名・阪・福 9.1% 1.9% 1.6% 2,724,503  

それ以外 12.5% 3.5% 2.3% 4,276,852  

合計 11.3% 2.8% 1.8% 11,038,845  

 

 

図 10 地方区分ごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

 

借りている住宅ローンの金利タイプごとに判定結果を見ると、第 1判定、第 2判定ともほぼ

同様の結果となった。 

第 3 判定では若干のばらつきがみられ、「変動型」の 1.3%の世帯が、「固定期間選択型」の

1.9%の世帯が、「全期間固定型」では 2.4%の世帯が、現在の貯蓄を切り崩しても完済する前に

貯蓄がなくなるという状態となった。 

 

表 10 金利タイプごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

金利タイプ 第 1判定 第 2判定 第 3判定 世帯数 

変動型 11.5% 2.7% 1.3% 4,741,415  

固定期間選択型 11.1% 2.9% 1.9% 4,088,513  

全期間固定型 11.4% 2.6% 2.4% 2,208,918  

合計 11.3% 2.8% 1.8% 11,038,845 
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図 11 金利タイプごとの環境変化を与えない場合の判定結果 

 

住宅ローンを借り入れしてからの経過年ごとに第 3判定結果を見ると、経過年が増えると判

定結果が大きくぶれる傾向が見られる。経過年が少ない場合、世帯数が多いが、経過年が増え

るごとに世帯数が減少し、20年を経過すると世帯数は全体から見ると極めて少なくなる。 

経過年ごとの判定結果を目的変数として、経過年を説明変数とした多項回帰を行うと、経過

年 10～15年くらいまで判定結果が悪くなっていき、その後、判定結果が悪くなる世帯は減少し

ていくような傾向と推定された。 

 

 
図 12 借入からの経過年ごとの環境変化を与えない場合の判定結果 
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3.4. 収入の減少がもたらす影響 

住宅ローンを有している世帯において、1994年から 2009年の 15年間で可処分所得は、勤労

者世帯で 12％減少し、無職世帯で 36％減少している（佐藤（2012））。今後も継続的に収入が減

少していくことも想定される。 

そこで、収入変化率ߝを、1（現状）、0.95 （5%減）、0.9（10%減）、0.85（15%減）、0.8（20%

減）として与えて、影響分析をおこなった。 

現在の収入状況では、住宅ローンの支払いが困難と判定される世帯の比率は 1.8%であるが、

月収が 5%減少すると 3.0％と、1.7倍となった。同様に 10％減少すると 2.5倍、15％減少する

と 4倍、20％減少すると 5.9倍と比率が増加した。月収減少率が上がるほどに、判定比率の増

加度合いが強くなる傾向が見られた。 

世帯主年齢区分ごとに見ると、月収減少に伴い、30代以下で判定比率の増加度合いが強くな

る傾向が見られた。 

世帯区分ごとに見ると、無職世帯では、月収減少率が 5～10%の段階において強い影響が確

認された。 

金融機関区分ごとに見ると、大きな差異は見られなかったが、月収減少率が 5～10%で「そ

の他」への影響が、15～20％で「地方銀行／第 2地方銀行」への影響がやや大きく見られた。 

地方区分ごとに見ると、「東京圏」（東京・神奈川・埼玉・千葉）や「名・阪・福」（愛知・京

都・大阪・兵庫・福岡）に比べ、「それ以外」で判定結果が悪い傾向が確認された。「それ以外」

では、月収減少率が 5～10％で、判定結果への影響がやや強く見られる。 

金利タイプ別に見ると、「全期間固定型」で影響が小さく、「固定期間選択型」や「変動型」

で影響が大きい傾向が見られた。 

次に、収入減少に伴う判定結果についても、住宅ローンを借り入れしてからの経過年ごとに

プロットして、6次多項式で推定した（図 14）。 

収入減少がない場合は、10～15 年目をピークとした曲線が推定されたが、収入減少が 5%と

すると、形状が変化して、経過年 25～30年くらいをピークとした曲線が推定された。さらに、

収入が 10％減少した場合となると、経過年が短い層でも比率が増大した。収入が 15％減少した

場合となると、収入が 10％の場合と同じような形状で比率が増加した。そして、収入が 20％減

少した場合となると、経過年 20年くらいをピークとしてさらに比率が増大した。 

デフォルトに近似する指標と位置付けている本稿における判定結果を見ると、その期間構造

は、収入減少に伴い形状が変化する傾向があることが示唆された。 
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図 14 経過年ごとの判定結果に収入減少が与える影響 

 

ここで、確認のために、多項式の推定パラメータおよび決定係数を以下に示す。なお、パラ

メータの変数名は次の通りである。 

 

y ൌ ܽ  ܾ ൈ ݔ  ܿ ൈ ଶݔ  ݀ ൈ ଷݔ  ݁ ൈ ସݔ  ݂ ൈ ହݔ  ݃ ൈ  ݔ

 

 決定係数は 0.12～0.24と高くなく、デフォルトに近似する本稿における判定結果に期間構造

を認めることはやや困難と判断できる。特に、月収が 5％減少した場合の推定式において決定

係数が低いことには留意が必要と考えられる。 

月収が 5%減少した場合の推定式を除いて見ると、収入が減少する場合、借入してからの経

過年が 5年程度の短い層と、25年程度の長い層で 2つのピークを持ちながら、判定結果が悪化

していくようにも見える。それでも、減少率が 15％から 20％の間で、期間構造が変化している

ように見受けられる。 

 

表 11 月収減少率ごとの判定結果と経過年 6次多項式推定パラメータの変化 

月収減少率 a b c d e f g 決定係数 

1.00  0.8743  0.1978  -0.0052 -0.0002 5.E-06 1.E-09 -4.E-10 0.1711  

0.95  1.1735  1.0562  -0.2018 0.0162 -0.001 9.E-06 -5.E-08 0.1224  

0.90  1.3160  1.3778  -0.1991 0.0140 -0.001 7.E-06 -4.E-08 0.1481  

0.85  3.5806  1.7217  -0.2751 0.0198 -0.001 1.E-05 -6.E-08 0.2145  

0.80  9.4201  -0.2434  0.0520 -0.0003 0.000 3.E-06 -2.E-08 0.2483  
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3.5. 消費支出の増大がもたらす影響 

 直近では、東日本大震災に伴う復興増税（所得税は納税額の 2.1%、住民税は年千円）や、社

会保障費の増大に伴う消費税増税に関する審議などが行われており、増税が住宅ローンへ与え

る影響についての検討も課題となる。 

ここでは、消費税増税を想定して、消費支出を 1倍、1.05倍、1.1倍としたケース、および所

得税や住民税等の増税を想定して、非消費支出を 1倍、1.05倍、1.1倍としたケースを設けて、

影響分析を行った。非消費支出のケース設定は、現在の復興増税の規模からすると相当に大き

くなっていることに留意されたい。 

消費支出は 5％増えると 1.5倍、10％増えると 1.8倍、判定比率が上昇した。非消費支出は 5％

増えると 1.2倍、10％増えると 1.4倍、判定比率が上昇した。相対的に消費支出の変化が与える

影響が大きい。  

非消費支出は変化させず、消費支出を 1倍、1.05倍、1.1倍とした変化させた 3ケースについ

て、世帯主年齢区分、世帯区分、金融機関区分、地方区分、金利タイプごとに判定結果を集計

した。これは、前節の環境変化よりも小さな変化を与えたこととなり、微小な環境変化への影

響を見ることになる。 

世帯主年齢区分別に見ると「30代未満」への影響が大きい。消費支出 1.05倍で判定比率は 3

倍となった。世帯区分別に見ると、「無職」への影響が大きい。消費支出 1.05 倍で判定比率は

1.4倍となった。金融機関区分別に見ると、「その他」への影響が大きい。消費支出 1.05倍で判

定比率は 1.9倍となった。 

地方区分別に見ると、「東京圏」「それ以外」への影響が大きい。消費支出 1.05倍で判定比率

は 1.6倍程度となった。「それ以外」では、消費支出への影響を与えない場合で、そもそも判定

結果がやや悪い。住宅ローンの金利タイプ別に見ると、「変動型」への影響が大きく、消費支出

1.05倍で判定比率は 2倍程度となった。 

消費税を 5%増税した場合、消費支出を抑えることが想定されるが、本稿での試算は、消費

支出を地方区分・世帯人数ごとに求めた 25パ－センタイル値まで切り詰めた値に対して 5%増

額したものである。消費税増税が住宅ローンの返済へ相応の影響を与える可能性が示唆される。 
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図 16 経過年ごとの判定結果に消費支出変化が与える影響 

 

3.6. 金利変動がもたらす影響 

変動金利型の住宅ローンは、金利は年 2回見直されるが、借入期間中、適用金利が変動して

も、返済額は 5年間一定とされている（5年ルール）。5年経過後の新返済額は、前 5年の返済

額の 125%が上限となる（125％ルール）。ただし、金利が上昇した場合には、返済額は同じで

も、利息相当額が増え、元本返済額は減少するため、住宅ローン返済のペースが遅れることに

なる。固定金利期間選択型の住宅ローンは、固定金利期間中の返済額は一定である。ただし、

固定期間終了時には、5年ルール、125％ルールは適用されない21）。固定金利型は、金利や返済

額は借入期間中一定となる。 

金利上昇局面において、住宅ローンの返済額が即時に変動することはない。変動金利型にお

いては 5 年間以内に最大 125%まで返済額が上昇する。固定期間選択型では、固定期間終了後

に返済額が上昇する。インターネット調査の補正推計値では、固定期間の平均は10.9年である。 

以上を勘案して、変動金利型と固定期間選択型の住宅ローンの返済額に対して、変化率 θに、

1（現状）、1.05 （5%増）、1.10（10%増）、1.15（15%増）、1.20（20%増）、1.25（25%増）を与

えて、影響分析を行った。固定金利型の住宅ローンの返済額は、常に変動させない。 

住宅ローン返済額が 5%増加した場合、住宅ローンの支払が困難と判定される比率は 1.37倍

となった。同様に、10%増加した場合 1.48倍、15％増加した場合 1.58倍、20%増加した場合 1.69

倍、25％増加した場合 1.86倍となった。はじめの 5%の増加にやや敏感な傾向が見られた。 

 世帯主年齢区分ごとに見ると、「30代以下」ではじめの 5%の増加に非常に敏感な傾向が見ら

れた。世帯区分ごとに見ると、「無職」ではじめの 5%の増加に敏感な傾向が見られた。金融機

関区分ごとに見ると、「その他」ではじめの 5%の増加に非常に敏感な傾向が見られた。 

                                                  
21） 国土交通省住宅局「我が国の住宅金融の現状について」（平成 22年 1月）
http://www.mlit.go.jp/common/000056960.pdf，2012年 2月 25日最終閲覧 
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住宅ローン返済額増大に伴う判定結果についても、住宅ローンを借り入れしてからの経過年

ごとにプロットして、6次多項式で推定した。 

住宅ローン返済額が 5%増加とすると、形状が変化して、経過年 25～30年くらいをピークと

した曲線が推定される。25％まで増加させた場合でも、同じような形状で比率が増加した。た

だし、それらの推定式の決定係数は、0.11～0.12 程度と高くない。消費支出変化が与える影響

および、5%の収入減少が与える影響と同様の傾向である。 

 

 
図 18 経過年ごとの判定結果に住宅ローン返済額変化が与える影響 

 

3.7. 影響分析結果の比較 

 最後に、実施した環境変化による判定結果への影響を整理して、「表 12」に示す。変化率は 5％

と 10％に統一したが、それぞれ金額の大きさも異なり与える影響は異なる。収入が 5％減少す

ると、住宅ローンの支払が困難と判定される比率は 1.7倍となった。消費支出は 5％増加すると、

同比率は 1.53倍となった。非消費支出が 5％増加すると、同比率は 1.25倍となった。住宅ロー

ン返済額を 5%増加させると、同比率数は 1.37倍となった。 4つの指標を同時に 5%変化させ

ると、判定比率は 2.47倍となった。さらに、収入を 10%下げ、住宅ローン返済額を 10%増加さ

せ、消費支出と非消費支出は 5%増加させたケースを設けると、判定比率は 4.24倍となった。 

与えた環境変化が住宅ローンの返済に与える影響が大きく判定される結果となったが、先に

見たように、これまで収入や可処分所得は減少を続けている中で、住宅ローン支払いが家計に

占める比率は上昇を続けていることも加えて考慮すると、今後の家計へのストレスが住宅ロー

ンの返済に少なからず影響を与えることが懸念される.。 
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表 12 影響分析結果の比較 

  
判定結果 

（%） 
変化率※1 

環境変化を与えない場合 1.76 1.00 

収入変化率(a) 
-5% 2.99 1.70 

-10% 4.46 2.53 

消費支出変化率(b) 
+5% 2.69 1.53 

+10% 3.83 2.17 

非消費支出変化率(c) 
+5% 2.19 1.25 

+10% 2.51 1.43 

住宅ローン返済額変化率(d)※2 
+5% 2.41 1.37 

+10% 2.60 1.48 

組合せ 1（a:-5%, b:+5%, c:+5%, d:+5%） 4.35 2.47 

組合せ 2（a:-10%, b:+5%, c:+5%, d:+10%） 7.46 4.24 

※1 環境変化を与えない場合の判定結果を分母、変化を与えた場合の判定結果を分子とした数値 

※2 固定金利型には変化を与えていない 

 

4. 現在時点の LTVの評価と影響分析との結合 

前章で、家計へのストレスにより住宅ローン返済が困難になる世帯を判定した。本章では、

アンケート調査で尋ねた住宅の構造、建築年、延べ床面積、所在する都道府県のデータから、

家屋および土地の資産価格を算定して、住宅ローン現在高と比較して、現在時点の LTV（Loan 

to Value）を求める。さらに、住宅ローン返済が困難と判定され、資産価値が住宅ローン現在高

を下回る世帯を対象として、損失見込み額を試算する。 

 

4.1. 家屋の建築費用および減価償却率の設定 

 家屋の建築費用および減価償却率は、総務省統計局による「平成 21年全国消費実態調査 家

計の実物資産の価額評価方法」を用いた。同方法の中では、「住居及び耐久消費財の単価、耐用

年数及び残価率」として、都道府県・住居の構造別の 1㎡あたり建築単価や、住居の構造・建

築時期別の償却率が示されている。 

 都道府県・住居の構造別の 1㎡あたり建築単価は、表 13に示す通りで、住居の構造として

は、「木造、防火木造」「鉄骨・鉄筋コンクリート造」「その他」の 3区分が用いられている。 

 住居の構造・建築時期別の残価率は、2011年を経過年数 0年として、与えられた償却率を再

計算したものを、図 19にプロットした。アンケート調査では、建築年を「2001－2011年」「1991

－2000年」「1981－1990年」「1980以前」の 4区分で尋ねていたので、各区分内で平均値を求

めて残価率として与えることとした。 
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 住宅ローンを支払っている全世帯の住宅残価試算値を算出すると、平均 839万円、標準偏差

584万円となった。設定では償却率が高く、住宅建築そのものの資産価値は低く見積もられる。 

 

表 13 都道府県、住居の構造別 1㎡あたり建築単価（単位：千円）22） 

都道府県 
木造、防

火木造 

鉄骨・鉄筋コ

ンクリート造 
その他 都道府県 

木造、防

火木造 

鉄骨・鉄筋コ

ンクリート造 
その他 

北海道 148 155 123 滋賀県 156 190 123

青森県 139 223 123 京都府 168 184 123

岩手県 144 180 123 大阪府 160 188 123

宮城県 146 174 123 兵庫県 160 191 123

秋田県 137 176 123 奈良県 163 195 123

山形県 146 148 123 和歌山県 151 199 123

福島県 149 175 123 鳥取県 152 170 123

茨城県 154 186 123 島根県 157 178 123

栃木県 155 176 123 岡山県 163 185 123

群馬県 157 181 123 広島県 157 186 123

埼玉県 159 204 123 山口県 158 184 123

千葉県 161 203 123 徳島県 139 168 123

東京都 178 244 123 香川県 151 170 123

神奈川県 170 223 123 愛媛県 147 177 123

新潟県 155 173 123 高知県 154 172 123

富山県 154 159 123 福岡県 149 168 123

石川県 156 176 123 佐賀県 147 175 123

福井県 151 173 123 長崎県 141 171 123

山梨県 166 185 123 熊本県 142 160 123

長野県 166 184 123 大分県 147 166 123

岐阜県 156 184 123 宮崎県 129 155 123

静岡県 165 194 123 鹿児島県 138 150 123

愛知県 165 191 123 沖縄県 154 169 123

三重県 165 191 123

 

                                                  
22） 総務省統計局「平成 21年全国消費実態調査 家計の実物資産の価額評価方法」 
（http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/hyoka.htm，最終閲覧日 2012年 2月 26日） 
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価の変化は小さい。 

我が国では今後人口減少が進むことを前提とすると、全体的には住宅地地価は減少していく

ものと考えられる。地価の減少が、住宅ローン債権が返済不能となった場合の回収率にどの程

度の影響を与えるものであるか検討を加える余地がある。 

 

図 21 全国の住宅地平均地価の推移24） 

 

 平成 23年の住宅地平均地価を都道府県ごとに見ると、地域によって地価の差は大きく、東京

都では 30万 9200円／㎡に対して、大阪府ではその半分となる 15万 500円／㎡となり、大半の

県では 2～3万円／㎡となっている。住宅ローン債権の回収率を考える場合、この地域差を扱う

必要がある。 

アンケート調査では、土地の面積を尋ねていなかったため、本稿では、平成 22年住宅・土地

統計調査から、都道府県および住宅種別に、延床面積から土地の面積を換算することとした。

比率は、延床面積を分母、土地面積を分子とした数値で、戸建てで高く、共同住宅で低い値と

なり、東京都や大阪府など都心で低く、それ以外で高い値となる。 

住宅ローンを支払っている全世帯の地価を算出すると、平均 1496万円、標準偏差 1340万円

となった。分布をみると、地価は 1000万円くらいが最も多く、右に裾野の長い形状となった。 

延床面積と土地面積の関係、土地面積と地価の関係ともに、本稿ではデータの制約から、都

道府県単位での平均値を用いた算定となっている。アンケート調査で土地面積を尋ねることや、

所在地の詳細情報を尋ねることで、より詳細な地価の算定が可能となる。 

 

  

                                                  
24） 一般財団法人土地情報センター「都道府県地価調査時系列データCD-ROM 平成 23年版」より．「三大都
市圏外」は，該当道県数値の単純平均値． 
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表 14 都道府県ごとの平成 23年住宅地平均地価25） 

都道府県 
住宅地平均

地価  
都道府県 

住宅地平均

地価 
都道府県 

住宅地平均

地価 

北海道 18,900  石川県 43,400 岡山県 34,700  

青森県 20,300  福井県 34,700 広島県 53,600  

岩手県 26,700  山梨県 29,500 山口県 28,300  

宮城県 32,800  長野県 27,600 徳島県 35,400  

秋田県 17,100  岐阜県 36,100 香川県 37,500  

山形県 21,100  静岡県 73,700 愛媛県 41,500  

福島県 21,800  愛知県 101,200 高知県 36,500  

茨城県 34,900  三重県 34,900 福岡県 45,800  

栃木県 39,500  滋賀県 52,500 佐賀県 22,400  

群馬県 33,600  京都府 112,100 長崎県 25,600  

埼玉県 109,000  大阪府 150,500 熊本県 27,400  

千葉県 72,300  兵庫県 97,400 大分県 27,200  

東京都 309,200  奈良県 57,400 宮崎県 26,700  

神奈川県 179,000  和歌山県 39,300 鹿児島県 30,500  

新潟県 30,100  鳥取県 24,200 沖縄県 44,000  

富山県 32,700  島根県 24,200 （円/㎡） 

 

 

図 22 住宅ローンを支払っている全世帯の地価算定値の分布 

 

                                                  
25） 一般財団法人土地情報センター「都道府県地価調査時系列データCD-ROM 平成 23年版」より 
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4.3. 現在時点での LTVの計算 

 前節までの作業によって、アンケート調査の各サンプルに対して、住宅の構造・建築年区分・

延べ床面積・所在する都道府県のデータから、家屋および土地の資産価格を算定した。本節で

は、アンケート調査で尋ねた住宅ローン現在残高と比較して、現在時点での LTV（Loan to Value）

を求める。  

通常 LTVは、融資時点での新規借入世帯を対象とした数値となり、融資実行の判断に用いら

れるものである。LTVは小さいほどデフォルト時の回収可能性が高くなるため、金融機関にと

っては安全な貸出となる。家屋・土地の評価額が一定であれば、返済に応じて LTVは減少して

いくが、担保価値の下降局面においては、LTVが増加するような影響も考えられる。 

本稿で算定する LTVは調査時点（2010年 10月）での住宅ローンを借りている全世帯を対象

とした数値となり、担保物件の評価額の変化を含めたものとなる。 

 

本稿で算定する現在時点のܸܶܮ ൌ
現時点での住宅ローン借入残高

住宅残価算定値地価算定値
 

    

 上の形で LTVを算定すると、平均 0.87で標準偏差が 0.83程度となった。図 23に示す分布

をみると、1を下回る世帯が大半であるが、1を超える世帯も相当数確認され、また一部に非常

に高い数値を持つ世帯が見られた。 

どのような世帯において LTVが高いのかを見るために、世帯主年齢区分、世帯区分、金融機

関区分ごとに、平均値、標準偏差、パーセンタイル値を求めた（表 15）。 

世帯主年齢区分では、若い世代ほど LTVが高くなり、30代以前では、平均 1.10で標準偏差

が 0.81程度となった。住宅残価で建築年区分が粗いため、やや厳しく住宅残価が算定されてい

ることに留意すべきだが、40代、50代でも同様の傾向が見られている。 

世帯区分では、勤労世帯が最も高く、無職世帯が最も低いという結果であった。影響分析で

は、無職世帯の判定結果が非常に悪かったが、大半の無職世帯ではローンの返済が進んでいる

という傾向が確認された。 

金融機関区分では大きな差異は確認されなかったが、「地方銀行／第 2地方銀行」においてや

や LTVが高い傾向が見られた。 
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図 23 算定した現在時点の LTVの分布 

 

表 15 世帯主年齢・世帯・金融機関区分ごとの算定した現在時点の LTVの分布 

  

世帯主年齢区分 世帯区分 金融機関区分 

30代 

以前 
40代 50代 

60代

以上
勤労

勤労

以外
無職

都市銀

行/信託

銀行 

地方銀

行/第 2

地銀 

住宅金

融支援

機構 

その他

平均値 1.10  1.00  0.77  0.55 0.88 0.84 0.79 0.86 0.91  0.85  0.85 

標準偏差 0.81  0.99  0.68  0.56 0.77 0.72 1.46 0.91 0.79  0.75  0.79 

パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル 

10 0.40  0.27  0.14  0.09 0.20 0.19 0.08 0.16 0.20  0.15  0.16 

20 0.56  0.40  0.25  0.15 0.33 0.30 0.11 0.30 0.34  0.26  0.28 

30 0.66  0.54  0.36  0.20 0.45 0.43 0.19 0.44 0.44  0.35  0.41 

40 0.78  0.66  0.45  0.28 0.59 0.51 0.30 0.57 0.60  0.52  0.51 

50 0.93  0.78  0.58  0.37 0.73 0.65 0.40 0.71 0.74  0.68  0.65 

60 1.07  0.93  0.75  0.51 0.87 0.78 0.53 0.83 0.88  0.81  0.76 

70 1.23  1.11  0.92  0.69 1.06 0.94 0.74 1.01 1.08  1.00  0.98 

80 1.47  1.35  1.17  0.84 1.27 1.23 1.08 1.21 1.30  1.30  1.25 

90 1.99  1.79  1.58  1.19 1.65 1.70 1.79 1.51 1.77  1.68  1.79 

 

4.4. 判定結果との結合 

前節までの作業によって、アンケート調査の各サンプルに対して、家屋および土地の資産価

格を算定し、住宅ローン現在高と比較して、現在時点の LTV（Loan to Value）を求めた。本稿

では、前章で行った判定結果と、算定した LTV、担保評価額を用いて、損失見込の検討を行う。 

3章 3節で見た、環境変化を与えない場合の判定結果と、LTVの関係を見ると、住宅ローン

の支払が困難と判定されたサンプルの方が、LTVが高い傾向が確認される。パーセンタイル値
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を見ると、判定結果で返済困難の世帯のうち、および 6割で LTVが 1以下となっており、デフ

ォルトしたとしても貸出額の回収が可能な状態と見受けられる。一方、返済困難と判定された

世帯のおよそ 4割で LTVが 1を超えており、これらの世帯がデフォルトした場合には、貸出残

額の全額回収は困難となり、金融機関に損失が発生する可能性がある。 

 

表 16 環境変化を与えない場合の判定結果と現在時点の LTVの関係 

判定結果(h3) 0（返済可能） 1(返済困難) 

平均値 0.85 1.75 

標準偏差 0.74 2.69 

パーセンタ

イル 

10 0.17 0.14 

20 0.30 0.25 

30 0.42 0.39 

40 0.56 0.60 

50 0.69 0.76 

60 0.83 1.01 

70 1.02 1.33 

80 1.25 2.08 

90 1.65 3.17 

 

返済困難と判定された世帯において、算定した LTVが 1以下の場合は回収可能、1以上の場

合は損失が発生するものとして、各サンプルでの住宅ローン残高から担保評価額の差分を求め

損失見込額とする。 

損失見込額 ൌ ቊ住宅ローン借入残高െ ൫住宅残価地価൯		ሺ݄3 ൌ 1	&1 ൏ 	ሻܸܶܮ
0																																																																				ሺ݁ݏ݅ݓݎ݄݁ݐሻ	

 

 

 3章 4節の収入が減少する場合の判定結果を用いて、損失見込額を求めた（表 17）。環境変

化を与えない場合、損失見込額合計は 7328億円（該当世帯 7万 8千世帯）と算定され、全貸出

額補正推計値 164兆 9855億円の 0.44％となり、損失見込額の平均値は 939万円となった。これ

は、現時点で家計や貯蓄から返済が不可能と判定される世帯を対象としており、表面化してい

ないが潜在的に見込まれる損失額を指すものである。 

 5%の収入減少で 1兆 2609億円（構成比 0.76%）、10％の収入減少で 1兆 7679億円（構成比

1.07％）、20％の収入減少で 3兆 5141 億円（構成比 2.13%）の損失見込額が算定された。収入

減少に応じて該当世帯数の増加傾向が大きくなるが、その場合、損失見込額が低くなっていく

ため、損失見込額合計は、収入減少と比例して増加する傾向と算定された。 
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表 17 収入が減少する場合の損失見込額の変化 

月収変化率 
損失見込額合計 該当世帯数 損失見込額平均 

(万円) 構成比(%) 世帯数 構成比(%) (万円) 

1.00  73,276,698  0.44 77,959 0.71 939.9  

0.95  126,092,479  0.76 135,133 1.22 933.1  

0.90  176,789,296  1.07 195,795 1.77 902.9  

0.85  271,300,044  1.64 325,420 2.95 833.7  

0.80  351,422,817  2.13 470,134 4.26 747.5  

母数 16,498,554,261  100.00 11,038,846 100.00 - 

 

世帯主年齢区分ごとに損失見込額を見ると、環境変化がない場合は、「40代」で 4千億円程

度と最も大きい。月収が 10％減少する場合、「30代以下」で 6千億円程度（構成比 1.6%）、「40

代」で 7千億円程度（構成比 1.1%）、「50代」で 4千億円程度（構成比 0.8%）と大きな影響が

確認される一方、「60代以上」では 8百億円程度（構成比 0.4%）と影響が限定的であった。月

収の減少による住宅ローンの損失見込額への影響は、若年層で大きくなる（表 18）。 

世帯区分ごとに損失見込額を見ると、環境変化がない場合は、「無職」で最も構成比が高く

4.7%（3 千億円程度）となる。「勤労以外」では 0.8％（2 千億円程度）、「勤労」では 0.1％（2

千億円程度）と極めて低い。月収が 10％減少する場合、「勤労世帯」で 9千億円程度（構成比

0.7%）、「勤労以外」で 4千億円（構成比 1.5%）、「無職」で 5千億円程度（構成比 7.2%）の損

失見込額となる。月収の減少による住宅ローンの損失見込額への影響は、「勤労世帯」で大きく

なる（表 19）。 

金融機関区分ごとに損失見込額を見ると、環境変化がない場合は、「都市銀行／信託銀行」で

構成比が 0.6%（4千億円程度）とやや大きく、「地方銀行／第 2地方銀行」で 0.2%（1千億円

程度）と小さい。月収が 10％減少する場合、「都市銀行／信託銀行」で全貸出額の 0.9%（6千

億円程度）、「地方銀行／第 2地方銀行」で 0.8%（4千億円程度）、「住宅金融支援機構」で 1.0%

（2千億円程度）、「その他」で 1.8％（7千億円程度）の損失見込額が発生と、金融機関区分に

より環境変化に対する影響が異なることが確認される（表 20）。 

地方区分ごとに損失見込額を見ると、環境変化がない場合は、「東京圏」「名・阪・福」で小

さく、「それ以外」でやや多い。月収が 10%減少する場合、「東京圏」「名・阪・福」では、損

失見込額 3000億円弱（構成比 1%未満）に対して、「それ以外」では 1兆 2千億円程度（構成

比 2%超）と大きくなる（表 21）。 

住宅ローンの金利タイプごとに損失見込額を見ると、環境変化がない場合は、「固定期間選択

型」「全期間固定型」でやや損失見込額が大きくなる。月収が減少する場合、「全期間固定型」

ではあまり影響が見られないが、「変動型」「固定期間選択型」で大きな影響が確認される。月

収が 10%減少する場合、「変動型」では 7千億円程度（構成比 0.9%）、「固定期間選択型」では

6千億円程度（構成比 1.1%）、「全期間固定型」では 5千億円程度（構成比 1.4%）の損失見込額
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と算定された（表 22）。 

 最後に、地価の減少が損失見込額合計に与える影響を算定した。他の環境変化は一切与え

ず、地価のみを減少させている。地価が 5%減少した場合、損失込み額合計は 7千 5百億円程

度となり、地価が 10%減少した場合、損失見込額合計は 7千 7百億円程度となった。構成比を

みると、地価が減少しない場合で 0.44％、10％減少した場合で 0.47％と、全体的な影響は限定

的であることが分かった（表 23）。 

 

表 18 世帯主年齢区分ごとの収入が減少する場合の損失見込額の変化 

世帯主年齢

区分 
月収変化率 

損失見込額合計 該当世帯数 

(万円) 構成比(%) 世帯 構成比(%) 

30代以下 

1 9,979,211 0.26 13,168 0.66  

0.9 63,011,132 1.62 69,898 3.50  

0.8 121,032,479 3.12 168,824 8.44  

総数 3,881,314,272 100.00 1,999,314 100.00  

40代 

1 35,099,247 0.56 36,271 0.99  

0.9 68,346,041 1.09 72,315 1.97  

0.8 117,590,675 1.88 160,302 4.37  

総数 6,243,831,532 100.00 3,671,369 100.00  

50代 

1 21,069,264 0.47 18,989 0.54  

0.9 37,473,841 0.83 39,280 1.13  

0.8 98,888,718 2.19 119,227 3.42  

総数 4,514,274,043 100.00 3,487,035 100.00  

60代以上 

1 7,128,976 0.38 9,531 0.51  

0.9 7,958,283 0.43 14,303 0.76  

0.8 13,910,946 0.75 21,781 1.16  

総数 1,859,134,414 100.00 1,881,128 100.00  
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表 19 世帯区分ごとの収入が減少する場合の損失見込額の変化 

世帯区分 月収変化率 
損失見込額合計 該当世帯数 

(万円) 構成比(%) 世帯 構成比(%) 

勤労 

1 17,945,651 0.14 24,073 0.29  

0.9 85,210,550 0.66 89,627 1.09  

0.8 204,247,486 1.58 293,091 3.56  

総数 12,888,268,357 100.00 8,236,070 100.00  

勤労以外 

1 23,745,947 0.81 25,108 1.23  

0.9 43,214,149 1.47 50,640 2.49  

0.8 94,889,819 3.23 112,944 5.55  

総数 2,937,781,353 100.00 2,034,206 100.00  

無職 

1 31,585,100 4.70 28,777 3.74  

0.9 48,364,598 7.19 55,528 7.22  

0.8 52,285,512 7.77 64,099 8.34  

総数 672,504,551 100.00 768,571 100.00  

 

表 20 金融機関区分ごとの収入が減少する場合の損失見込額の変化 

金融機関 月収変化率 
損失見込額合計 該当世帯数 

(万円) 構成比(%) 世帯 構成比(%) 

都市銀行/信

託銀行 

1 37,911,315 0.60 36,408 0.97  

0.9 56,796,738 0.90 57,226 1.53  

0.8 97,595,697 1.55 135,804 3.63  

総数 6,299,104,850 100.00 3,741,485 100.00  

地方銀行/第

2地方銀行 

1 10,100,355 0.21 19,929 0.59  

0.9 37,249,816 0.79 49,124 1.46  

0.8 96,421,679 2.05 144,854 4.31  

総数 4,700,967,542 100.00 3,357,357 100.00  

住宅金融支

援機構 

1 8,118,383 0.45 9,670 0.71  

0.9 17,357,519 0.97 22,438 1.65  

0.8 68,347,737 3.81 77,160 5.67  

総数 1,795,367,995 100.00 1,361,165 100.00  

その他 

1 17,146,644 0.46 11,952 0.46  

0.9 65,385,223 1.77 67,007 2.60  

0.8 89,057,704 2.40 112,317 4.36  

総数 3,703,113,874 100.00 2,578,839 100.00  
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表 21 地方区分ごとの収入が減少する場合の損失見込額の変化 

地方区分 月収変化率 
損失見込額合計 該当世帯数 

(万円) 構成比(%) 世帯 構成比(%) 

東京圏 

1 4,835,926 0.07 7,140 0.18  

0.9 26,308,658 0.38 23,291 0.58  

0.8 104,417,817 1.51 123,841 3.07  

総数 6,925,301,902 100.00 4,037,490 100.00  

名・阪・福 

1 15,208,444 0.38 20,646 0.76  

0.9 28,152,208 0.71 37,583 1.38  

0.8 55,722,410 1.40 92,926 3.41  

総数 3,977,335,289 100.00 2,724,503 100.00  

それ以外 

1 53,232,327 0.95 50,174 1.17  

0.9 122,328,430 2.19 134,921 3.15  

0.8 191,282,590 3.42 253,368 5.92  

総数 5,595,917,070 100.00 4,276,853 100.00  

 

表 22 金利タイプごとの収入が減少する場合の損失見込額の変化 

金利タイプ 月収変化率 
損失見込額合計 該当世帯数 

(万円) 構成比(%) 世帯 構成比(%) 

変動型 

1 9,738,322 0.13 19,356 0.41  

0.9 72,184,528 0.94 83,283 1.76  

0.8 158,237,679 2.06 208,381 4.39  

総数 7,682,007,679 100.00 4,741,415 100.00  

固定期間選

択型 

1 32,366,819 0.54 33,700 0.82  

0.9 63,342,409 1.07 70,633 1.73  

0.8 143,682,750 2.42 194,872 4.77  

総数 5,941,437,983 100.00 4,088,513 100.00  

全期間固定

型 

1 31,171,557 1.08 24,903 1.13  

0.9 41,262,358 1.44 41,879 1.90  

0.8 49,502,387 1.72 66,881 3.03  

総数 2,875,108,599 100.00 2,208,918 100.00  
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表 23 地価減少が損失見込額合計に与える影響 

地価減少率 損失見込額合計 構成比(%)

0% 73,276,698 0.44 

5% 75,059,441 0.45 

10% 76,842,184 0.47 

総数 16,498,554,261 100.0 

 

5. まとめ 

「住宅ローンのリスク」としてサブプライム問題が想起される。アメリカでは、サブプライ

ム層への経済的合理性を欠いた住宅ローンの貸出および 2006～07 年にかけて急増した延滞が

引き金となり、その証券化に伴い広く金融機関に影響が及んだ。我が国では、保守的な融資審

査のため、基本的に「サブプライム市場」は存在してこなかったと言われ（倉橋・小林（2008））、

また、2章 1節で見たように証券化の進行も限定的である。 

2 章 2節で見たように、国内銀行において企業・政府向けの貸出が減少し、個人向け特に住

宅資金への貸出が増加している。そのような中、2章 6節に見たように、住宅ローンを抱える

世帯の収入は減少が続き、貯蓄も減少が続いているが、住宅ローン返済額だけは減少せずむし

ろ微増傾向にあり、住宅ローンの返済割合は上昇を続けている。本稿では、さらなる所得水準

の低下等によって安定して返済を続けてきた中間層が分解され、住宅ローンの返済に影響が及

ぶことを、我が国の住宅ローンのリスクとして懸念すべきこととして考えた。  

冒頭および 3章 1節に述べたように、収入の減少、金利の上昇などの外部環境の変化が、現

在の住宅ローンに与える影響は、個別の家計の状態（収入・消費や貯蓄等）と抱えている住宅

ローンの詳細（商品属性や返済額等）が把握できなければ検討できない。金融機関の決算情報

等だけでは、家計の状態が分からないため、住宅ローンの実施状況と家計の状況の両面を踏ま

えたリスクモニタリングの実施が望まれる。 

加えて、4 章前半で見たように、我が国では、住宅建築物の資産評価額の減少ペースが早く

（木造は 5年程度、非木造でも 10年程度で半額となる26））、全国的には地価の下落傾向が継続

しており、デフォルト時の回収率についても懸念される。 

 本稿は、社会調査と統計技術を用いた、家計から我が国の住宅ローンのリスクをモニタリン

グする方法の検討を行ったもので、以下に要点を書き出し、まとめに替える。 

 

・我が国の住宅金融に関する社会調査を見ると、総務省統計局による家計調査・全国消費実態

調査では、住宅ローン残額や返済額を含めた家計や貯蓄・負債の詳細が把握できるが住宅ロ

ーンの商品属性が把握できない。住宅金融支援機構や国土交通省によるアンケート調査では、

住宅ローンの商品属性が把握できるが、家計や貯蓄・負債の詳細が把握できない。 
                                                  
26） 4章 1節参考 
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・佐藤（2012）では、家計と住宅ローンの詳細を同時に尋ねるインターネット調査を独自に設

計実施し、全国消費実態調査と傾向スコアを用いた補正推計を行ない、全国消費実態調査や

他の調査結果との比較を行ない、概ね適切な補正推計が可能なことが確認されている。 

 

・本稿では、アンケート調査で回収したサンプル個々に、①返済継続可能性（可処分所得、消

費支出、月々の住宅ローン返済額の関係チェック）、②家計調整（地方区分・世帯人数に応じ

て設定する消費支出限度額の付与）、③貯蓄取り崩し（家計調整しても不足する返済額の一部

を貯蓄取り崩しにより賄うことが可能であるかのチェック）という 3つの判定手順を作成し

た。さらに、収入や住宅ローン返済額等の環境変化を与えて、傾向スコアを用いた補正推計

を行ないその影響を試算した。 

 

・収入が 10%減少すると、返済困難と判定される比率は 2.53倍となった。変動金利型と固定期

間選択型のサンプルの住宅ローン返済額を10%増加させると、返済困難と判定される比率は、

1.48倍となった。このような家計からの影響分析は、ストレステストにおいて与えるデフォ

ルト率の設定の根拠の一つとなりえるものと考えられる。 

 

・アンケート調査サンプルの住宅属性や所在する都道府県のデータと、総務省統計局による「平

成 21年全国消費実態調査 家計の実物資産の価額評価方法」および一般財団法人土地情報セ

ンターの「都道府県地価調査データ」を用いて、家屋および土地の資産価格を算定し、住宅

ローン現在高と比較して、現在時点の LTV（Loan to Value）を求めた。そして、住宅ローン

返済が困難と判定され、さらに、担保の現在価値が住宅ローン現在高を下回る世帯を対象と

して、損失見込み額を試算した。環境変化を与えない場合、損失見込額合計は 7328億円と算

定され、全貸出額補正推計値 164兆 9855億円の 0.44％となった。10％の収入減少で 1兆 7679

億円（構成比 1.07％）の損失見込額が算定された。このような家計へのストレスからの損失

見込額の試算は、金融機関における自己資本充実度評価に資する可能性がある。 

 

・損失見込額の試算結果について属性区分ごとに集計を行った結果、次のような特徴が見られ

た。①世帯主年齢区分ごとに見ると、月収の減少による住宅ローンへの影響は、30代から 40

代の若年層で大きくなる。高齢層ではデフォルトが増加しても住宅ローン残高が少ないので、

損失見込額は小さい。②金融機関区分ごとに見ると、「都市銀行／信託銀行」に比べ、「地方

銀行／第 2地方銀行」、「住宅金融支援機構」、「その他」の金融機関で、月収の減少により損

失見込額が増大する傾向となる。③地方区分ごとに見ると、東京圏（東京・神奈川・埼玉・

千葉）や名・阪・福（愛知、京都、大阪、兵庫、福岡）などの都市圏に対して、それ以外の

地方部で、月収の減少により損失見込額が増大する傾向となる。 
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最後に、今後の課題や考察を以下に列記する。 

 

・傾向スコアを用いた補正推計結果の精度についての検討が必要である。特にサンプルサイズ

が補正推計結果へ与える影響を捉える必要がある。インターネット調査については、サンプ

ルサイズを大きくすること、敷地面積および現住地を細かく聞くこと（地価を精緻に推定で

きる）、家計や住宅ローンの属性について調査時にロジカルチェックを細かく行いサンプルの

精度を高めること、繰上償還について詳細を尋ねることなどが検討事項として挙げられる。 

 

・住宅ローンのリスク管理において、貸出実行時点の債務者属性や住宅ローンの属性だけでな

く、その後の収入や支出など家計の変化が与える影響が大きいことが、本稿で確認された点

である。住宅ローンの延滞や期限前償還に関する生存時間分析等のこれまで研究が蓄積され

てきた計量モデルでも、貸出実行後の家計の変化を捉えることについて検討余地があろう27)。

その際、データ取得が困難であることが想定され、本稿で行ったような社会調査と統計技術

を用いた補正推計による疑似ポートフォリオの作成が有効となる可能性がある。金融機関で

は、貸出実行後の家計の変化を把握する方法について検討余地があるものと考えられる28)。 

 

・バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）の第 1の柱（最低所要自己資本比率）で、他のリス

クとの兼ね合いは無視して単純に住宅ローンについてのみ見ると、リスクウェイト 35％に最

低所要自己資本比率を乗じると、国際統一基準行の場合 2.8％、国内基準行の場合 1.4%とな

る。いずれも、本稿試算の 10％の収入減少時の損失見込額の比率 1.07%をカバーするもので

あった。ただし、本稿試算の 20％の収入減少時の損失見込額の比率 2.13%となると、国内基

準行の場合の 1.4%を上回ってしまう。収入や金利、物価や住宅価格等の変動する中で、家計

へのストレスが住宅ローンへ与える影響は常に変化をしていくものであり、継続的なモニタ

リングが望まれるものと考えられる。 

 

・住宅ローンは、多様な金融機関が貸出を行っており、対貸出比率も異なる。佐藤（2012）に

よる補正推計値では、都市銀行の住宅ローン残高約 53兆円（構成比 32％）に対し、「地方銀

行／第 2地方銀行」では約 47兆円（構成比 28％）、「その他」29)の金融機関でも約 37兆円（構

                                                  
27) 研究されてきた計量モデルは、筆者が目に通した既往研究を理解する範囲では、基本的にバックワードル
ッキングなヒストリカルな統計的関係を表現するもので、推定されたモデルを所与として、投入する変数を変

化させるだけでは、家計等の変化による住宅ローンへの影響を十分に捉えられない可能性があるものと見受け

られる。ここでは、家計等の変化により、延滞や期限前返済等の統計的関係性が変化すること、モデルを同じ

としてもパラメータが変化すること、さらにはデータによってはモデルそのもの（構成変数や構造等）を変化

させることが必要になる可能性を指摘したい。 
28) 実際には家計の詳細なデータを完全に把握することは困難と見受けられるが、例えば日常的に用いられて

いる銀行口座のデータを利用することができれば、その預金や貯金の動向から類推するような方法も考えられ

よう。 
29) 具体的には、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、生命保険会社、損害保険会社、ノンバンク、

ネット銀行等を指す。 
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成比 22％）と少なくない。本稿では、「都市銀行／信託銀行」に比べ「地方銀行／第 2地方

銀行」や「その他」の金融機関で収入減少による損失見込額への影響が大きいこと、都市圏

よりも地方部で収入減少による損失見込額への影響が大きいことなどが確認された。住宅ロ

ーン対貸出比率が高い都市銀行以外の金融機関においても、住宅ローンの採算管理やストレ

ステストの強化が求められよう。 

 

 なお、本稿で用いたインターネット調査は、平成 22 年度不動産流通経営協会研究助成によ

り実施されたものである。ここに記して謝意を表す次第である。 
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資料 2 影響分析の Rコード 

表 24 Rコード内の変数と本文中の略記の関係 

分類 項目 本文中略記 Rコード内 

家計 

月収 a gesyu 

非消費支出 b hishoshi 

消費支出 d chochiku_zandaka 

貯蓄 総貯蓄額 s chochiku_zandaka 

住宅ローン 

金利タイプ 
t type 

(1：変動金利、2：固定期間選択型、3：固定金利) 

返済形式 
h hkeitai 

（1：元利均等返済、2：元金均等返済） 

金利 r rate 

月々の返済額 l loan 

残額 z loan_kariire_zangaku

環境変化 

実収入変化率 ε alpha 

非消費支出変化率 β beta 

消費支出変化率 δ ganma 

月々の住宅ローン返済額変化率 θ sita 

判定 
完済までに要する年数 q zanzonyearn 

判定結果（0：問題なし、1：問題あり） h1～h3 hantei1～3 

 

#インターネット調査データ（SPSS形式）の読み込み 

library(foreign)  

data <- read.spss("Rで影響分析用.sav", use.value.labels=FALSE, to.data.frame=TRUE) 

attach(data) 

 

#環境変化の設定（住宅ローン返済額変化の場合） 

alpha <- c(1,1,1,1,1,1)          #収入変化率（収入減少） 

beta <- c(1,1,1,1,1,1)           #非消費支出変化率（所得税等増税） 

ganma <- c(1,1,1,1,1,1)         #消費支出変化率（消費税増税） 

sita <- c(1,1.05,1.1,1.15,1.2,1.25) #住宅ローン返済額変化率（金利上昇） 

 

#第 1判定（返済継続可能性） 

sim <- function(gesyu,alpha,hishohi,beta,shohi,ganma,loan,sita,type){ 

  if(type==3){gesyu*alpha-hishohi*beta - shohi*ganma -loan} 
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  else{gesyu*alpha-hishohi*beta - shohi*ganma -loan*sita} 

} 

n<-length(alpha) 

result1 <- matrix(1:(nrow(data)*n),ncol=n) #計算結果を入れる箱を用意 

for(i in 1:n){ 

  result1[,i] <- mapply(sim,gesyu,alpha[i],hishohi,beta[i],shohi,ganma[i],loan1,sita[i],type) 

} 

hantei1 <- matrix(1:(nrow(data)*n),ncol=n) #判定結果を入れる箱を用意 

hantei1[result1<0] <- 1; hantei1[result1>=0] <- 0 

 

#第 2判定（家計調整） 

 

#消費支出を調整 

shohic2 <- shohi 

shohic2[setainuzu==1&shohic2>12.8]<-12.8 

             （途中省略） 

shohic2[area==10&setainuzu>=5&shohic2>22.6]<-22.6 

 

#月収を調整 

gesyuc <- gesyu 

gt <- function(gesyu,nensyuc){          #nensyucは年収を 12で除した変数 

  if(gesyu<nensyuc){nensyuc}else{gesyu}} 

gesyuc <- mapply(gt,gesyu,nensyuc) 

 

result2 <- matrix(1:(nrow(data)*n),ncol=n) #計算結果を入れる箱を用意 

for(i in 1:n){ 

  result2[,i]<- mapply(sim,gesyuc,alpha[i],hishohi,beta[i],shohic2,ganma[i],loan1,sita[i],type) 

} 

hantei2 <- matrix(1:(nrow(data)*n),ncol=n) #判定結果を入れる箱を用意 

hantei2[hantei1==0] <- 0; hantei2[hantei1==1&result2<0] <- 1 

hantei2[hantei1==1&result2>=0] <- 0 

 

#第 3判定（貯蓄取り崩し余地） 

 

#ローン支払完了までの期間を計算する 

loan_kk <- function(hkeitai,loan_kariire_zangaku,rate,loan){ 
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  if(is.na(loan)){NA} 

  else{ 

    #変動金利 元利均等返済の場合 

      if(hkeitai==1){ 

        log(loan/(loan-loan_kariire_zangaku*rate/100/12))/log(1+rate/100/12) / 12} 

      #変動金利 元金均等返済の場合 

      else{loan_kariire_zangaku/(loan-loan_kariire_zangaku*rate/100/12) / 12} 

    }}} 

zanzonyearn <- mapply(loan_kk,hkeitai,loan_kariire_zangaku,rate,loan1) 

zanzonyearn[zanzonyearn<0]<-NA 

 

sim2 <- function(chochiku_zandaka,result,zanzonyearn){ 

  if(result>=0){NA} 

  else{chochiku_zandaka - (-result*zanzonyearn*12)}} 

 

result3 <- matrix(1:(nrow(data)*n),ncol=n) 

for(i in 1:n){ 

  result3[,i] <- mapply(sim2,chochiku_zandaka,result2[,i],zanzonyearn) 

} 

hantei3 <- matrix(1:(nrow(data)*n),ncol=n) #判定結果を入れる箱を用意 

hantei3[is.na(result3)]<- 0; hantei3[result3>=0]<-0; hantei3[result3<0]<- 1 

 

#データ書き出し 

out <- data.frame(No=No, h11=hantei1[,1],・・・以下省略) 

write.table(out, file="out.txt", sep="¥t", row.names=FALSE, quote=FALSE) 
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